
第68期 定時株主総会
招集ご通知

●開催日時
　2020年３月26日（木曜日）午前11時（受付開始 午前10時）
　
●開催場所
　大阪府大東市新町13番30号
　大東市立総合文化センター サーティホール内 多目的小ホール
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（証券コード 3950）
2020年３月10日

株 主 各 位
大阪市東成区東小橋二丁目９番９号

取締役社長 稲 田 光 男
　

第68期定時株主総会招集ご通知
　

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第68期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよう
ご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数
ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただ
き、2020年３月25日（水曜日）午後５時30分までに到着するように、ご返送くださいますよう
お願い申しあげます。

敬 具
　

記
１. 日 時 2020年３月26日（木曜日）午前11時（受付開始 午前10時）
２. 場 所 大阪府大東市新町13番30号 大東市立総合文化センター

サーティホール内 多目的小ホール
（末尾の株主総会会場ご案内をご参照ください。）

３．目的事項

報告事項 １．第68期（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）事業報告、連結
計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報
告の件

２．第68期（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）計算書類報告の件
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決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役９名選任の件
第３号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
・当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいま
すようお願い申しあげます。

・本招集ご通知にて提供すべき書類のうち、連結計算書類の「連結注記表」および計算書類
の「個別注記表」につきましては、法令および当社定款第16条の規定に基づき、当社ウェ
ブサイト（https://www.thepack.co.jp/）に掲載することにより開示しておりますので、
本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。したがって、本招集ご通知の添付書類
の連結計算書類および計算書類は、監査役または会計監査人が監査報告または会計監査報
告を作成するに際して監査をした連結計算書類および計算書類の一部であります。
・株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類の記載事項を修正する
必要が生じました場合には、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.thepack.co.jp/）に掲載させていただきます。
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株 主 総 会 参 考 書 類
　

　議案および参考事項
　 第１号議案　剰余金の処分の件
　第68期の剰余金の処分につきましては、当期の業績、内部留保の充実および今後の事業展
開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。
１．期末配当に関する事項
（1）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金30円 総額569,239,590円
なお、2019年９月に中間配当金として１株につき25円をお支払いしておりますので、
通期では１株につき55円となります。

（2）剰余金の配当が効力を生じる日
2020年３月27日

２．その他剰余金の処分に関する事項
（1）増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 3,000,000,000円
（2）減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 3,000,000,000円
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　 第２号議案　取締役９名選任の件
　本総会終結の時をもって、取締役９名全員が任期満了となりますので、取締役９名の選任
をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
【参考】候補者一覧

社外 社外取締役候補者 独立 証券取引所届出独立役員

候補者
番 号 氏 名 現在の地位 出席回数／取締役会

１ 再任 稲田光男（いなだ みつお） 代表取締役社長 17回／17回

２ 再任 瀧之上輝生（たきのうえ てるお） 専 務 取 締 役 17回／17回

３ 再任 山下英昭（やました ひであき） 専 務 取 締 役 17回／17回

４ 再任 岡田進（おかだ すすむ） 常 務 取 締 役 17回／17回

５ 再任 藤井道久（ふじい みちひさ） 常 務 取 締 役 17回／17回

６ 再任 中村秀一（なかむら しゅういち） 取 締 役 17回／17回

７ 再任 社外 独立 林拓史（はやし ひろふみ） 取 締 役 17回／17回

８ 再任 社外 独立 西尾宇一郎（にしお ういちろう） 取 締 役 17回／17回

９ 新任 芦田則男（あしだ のりお） 常務執行役員 ― ／ ―
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

１
再任

い な だ み つ お

稲 田 光 男
（1956年12月11日）

1980年４月 当社入社
2003年１月 東京第二事業部長
2004年３月 取締役
2008年１月 常務取締役
2010年１月 東日本事業本部長
2015年３月 専務取締役
2016年１月 西日本事業本部長
2017年１月 営業本部長
2017年３月 取締役副社長
2018年３月 代表取締役社長（現任）

19,300株

【取締役候補者とした理由】
当社入社以来、主に営業部門の業務に従事し、2018年より代表取締役社
長として経営の重要事項の決定および業務執行の監督等に携わっておりま
す。豊富な営業経験と経営全般に関する知見を有していることから、当社
取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者といたしまし
た。

２
再任

たきのうえ て る お

瀧之上 輝 生
（1961年４月30日）

1984年４月 当社入社
2008年１月 大阪製造事業部長
2011年３月 取締役
2012年１月 製造本部副本部長
2014年４月 生産事業本部長
2015年３月 常務取締役
2017年１月 製造本部長（現任）
2018年３月 専務取締役（現任）

9,200株

【取締役候補者とした理由】
当社入社以来、主に製造関連部門の業務に従事し、現在は専務取締役とし
て製造本部長を担当しております。製造部門に関する豊富な業務経験と経
営全般に関する知見を有していることから、当社取締役として適任である
と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

３
再任

や ま し た ひ で あ き

山 下 英 昭
（1957年６月７日）

1982年４月 当社入社
2008年１月 東京第二事業部長
2011年１月 執行役員
2013年３月 取締役
2016年１月 東日本事業本部長
2017年３月 常務取締役
2019年１月 専務取締役（現任）

営業本部長（現任）

9,700株

【取締役候補者とした理由】
当社入社以来、営業部門の業務に従事し、現在は専務取締役として営業本
部長を担当しております。豊富な業務経験と経営全般に関する知見を有し
ていることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役
候補者といたしました。

４
再任

お か だ す す む

岡 田 進
（1958年11月11日）

1982年４月 当社入社
2010年１月 購買事業部長
2011年１月 執行役員
2016年３月 取締役
2017年１月 西日本事業本部長
2017年３月 常務取締役（現任）
2019年１月 生産市場事業本部長（現任）

営業本部副本部長（現任）

8,300株

【取締役候補者とした理由】
当社入社以来、主に営業および購買業務に従事し、現在は常務取締役とし
て生産市場事業本部長および営業本部副本部長を担当しております。豊富
な業務経験と経営全般に関する知見を有していることから、当社取締役と
して適任であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

５
再任

ふ じ い み ち ひ さ

藤 井 道 久
（1958年８月21日）

2005年４月 当社入社
2005年４月 購買事業部企画開発部長
2008年１月 経営企画部長
2012年１月 執行役員
2014年３月 取締役
2017年３月 管理本部長
2018年３月 常務取締役（現任）
2019年１月 コーポレート本部長（現任）

6,400株

【取締役候補者とした理由】
当社入社以来、購買および経営企画部門の業務に従事し、現在は常務取締
役としてコーポレート本部長を担当しております。豊富な業務経験と経営
全般に関する知見を有していることから、当社取締役として適任であると
判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

６
再任

な か む ら しゅういち

中 村 秀 一
（1958年５月29日）

1983年４月 当社入社
2002年10月 監査室長
2011年１月 財務部長
2015年１月 執行役員
2017年３月 取締役（現任）
2019年１月 コーポレート本部副本部長（現任）

5,200株

【取締役候補者とした理由】
当社入社以来、営業部門、監査部門および財務部門の業務に従事し、現在
は取締役としてコーポレート本部副本部長を担当しております。豊富な業
務経験と経営全般に関する知識を有しており、当社取締役として適任であ
ると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

７
再任 社外 独立

は や し ひ ろ ふ み

林 拓 史
（1965年８月17日）

1991年10月 センチュリー監査法人入所
1995年８月 公認会計士登録
2001年１月 林公認会計士・税理士事務所開設（現在

に至る）
2001年３月 税理士登録
2014年３月 当社社外監査役
2015年３月 当社社外取締役（現任）

1,600株

【社外取締役候補者の選任理由および社外取締役として職務を適切に遂行で
きると当社が判断した理由】
公認会計士および税理士の資格を有しており、財務ならびに会計に関する
高度な知識と豊富な経験を通じて培われた幅広い見識を活かし、客観的な
立場から当社の社外取締役を務めていただいております。これらの経験お
よび知見を今後も当社の経営に活かしていただくために、引き続き取締役
候補者といたしました。

８
再任 社外 独立
に し お ういちろう

西 尾 宇一郎
（1955年３月７日）

1982年３月 公認会計士登録
1983年12月 税理士登録
1999年７月 監査法人誠和会計事務所代表社員
2002年７月 監査法人トーマツ代表社員
2005年４月 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究

科教授（現任）
2015年３月 当社社外監査役
2018年３月 当社社外取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授
新家工業株式会社社外取締役（監査等委員）
ケイミュー株式会社社外監査役

1,200株

【社外取締役候補者の選任理由および社外取締役として職務を適切に遂行で
きると当社が判断した理由】
公認会計士および税理士の資格を有しており、財務ならびに会計に関する
高度な知識と豊富な経験を通じて培われた幅広い見識を活かし、客観的な
立場から当社の社外取締役を務めていただいております。これらの経験お
よび知見を今後も当社の経営に活かしていただくために、引き続き取締役
候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

９
新任

あ し だ の り お

芦 田 則 男
（1963年11月20日）

1986年４月 当社入社
2011年１月 東京第四事業部長
2015年１月 執行役員
2019年１月 常務執行役員（現任）
2019年１月 東日本事業本部長（現任）

1,600株

【取締役候補者とした理由】
当社入社以来、営業部門の業務に従事し、現在は常務執行役員として東日
本事業本部長を担当しております。豊富な業務経験と経営全般に関する知
見を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、取締役
候補者といたしました。

（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．林拓史氏および西尾宇一郎氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であり
ます。当社は両氏を東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に基づく独立役員に指定しており
ます。

３．林拓史氏の当社社外取締役就任期間は、本総会の終結の時をもって５年となります。また、同氏は、過
去に当社の監査役でありました。

４．西尾宇一郎氏の当社社外取締役就任期間は、本総会の終結の時をもって２年となります。また、同氏は、
過去に当社の監査役でありました。

５．林拓史氏および西尾宇一郎氏は、会社法施行規則第２条第３項第19号に定める当社の特定関係事業者の
業務執行者または役員ではなく過去５年間に当社の特定関係事業者の業務執行者または役員であったこ
とはありません。なお、両氏は過去２年間において、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭
その他財産を受けていたことはなく受ける予定もありません。また、両氏は当社あるいは当社の特定関
係事業者の業務執行者または役員の配偶者、三親等内の親族その他これに準ずるものではありません。

６．当社は、社外取締役との間で会社法第427条第１項の定めに基づく責任限定契約を締結しております。
本議案が承認可決された場合、両社外取締役候補者と当社との間で責任限定契約を継続する予定です。

　 責任限定契約の内容は次のとおりであります。
・社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償義務を負う場合は、会社法第427条第１項の
最低責任限度額を限度としてその責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善
意かつ重大な過失がないときに限る。
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　 第３号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役の報酬等の額は、2010年３月30日開催の第58期定時株主総会において、

年額470百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とご承認い
ただいており、また、金銭による報酬等の額の範囲内で、2015年３月27日開催の第63期
定時株主総会において、取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして付与する新
株予約権に関する報酬額は年額30百万円以内とご承認をいただいております。
今般、当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、上記の株式報酬型ストックオプシ

ョン制度に代え、当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に当
社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一
層の価値共有を進めることを目的として、上記の金銭による報酬等の額の範囲内で、対象
取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしたいと存
じます。
本議案につきご承認をいただいた場合、既に付与済みのものを除き、取締役に対する株

式報酬型ストックオプション制度は廃止し、以後、取締役に対して株式報酬型ストックオ
プションとしての新株予約権を新たに発行しないことといたします。
本議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金

銭債権（以下「金銭報酬債権」という。）とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と
考えられる金額として、年額30百万円以内といたします。また、各対象取締役への具体的
な支給時期および配分については、取締役会において決定することといたします。ただ
し、社外取締役に対しては、譲渡制限付株式の付与のための報酬は支給しないものといた
します。
なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしたく
存じます。
現在の取締役は９名（うち社外取締役２名）でありますが、第２号議案「取締役９名選
任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役は９名（うち社外取締役は２名）とな
り、対象取締役は７名となります。
また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬

債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受け
るものとし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は、年20,000株以
内（ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株
式の無償割当を含む。）または株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行
または処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総
数を合理的な範囲で調整する。）といたします。
なお、その１株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取

引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ
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直近取引日の終値）を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額
とならない範囲において、取締役会において決定します。また、これによる当社の普通株
式の発行または処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制
限付株式割当契約（以下「本割当契約」という。）を締結するものとします。

（１）譲渡制限期間
対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より３年間から25年間までの間で
当社の取締役会が予め定める期間（以下「譲渡制限期間」という。）、本割当契約によ
り割当を受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」という。）について、譲渡、担
保権の設定その他の処分をしてはならない。（以下「譲渡制限」という。）

（２）退任時の取扱い
対象取締役が譲渡制限期間満了前に取締役、取締役を兼務しない執行役員、監査
役、または使用人その他これに準ずる地位を退任または退職した場合には、その退任
につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除き、当社は本割当株式を当
然に無償で取得する。

（３）譲渡制限の解除
上記（１）の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が譲渡制限期間中、継続して
取締役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、または使用人その他これに準ずる地
位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した
時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、上記（２）に定める
任期満了、死亡その他正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記（２）に
定める地位を退任または退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数およ
び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当
社は、上記の規定に従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が
解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

（４）組織再編等における取扱い
上記（１）の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社とな
る合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織
再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主
総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合に
は、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認
の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等
の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に規定する場合、
譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式
を当然に無償で取得する。
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（５）その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。

　 以 上
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（添付書類）

事 業 報 告
（ 自

至
2019
2019

年
年
１
12
月
月
１
31
日
日）

　

１．企業集団の現況に関する事項

（1）当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過およびその成果

当連結会計年度におけるわが国の経済は、海外経済の減速の影響で輸出が減少し、製造業

を中心に業績が低迷しました。雇用環境は継続して改善していますが、個人消費には結びつ

きませんでした。

また、10月以降は消費増税の影響を受けた反動減が続き、暖冬の影響も個人消費の伸び悩

みに追い打ちをかけました。物流費や原材料価格の上昇は年間を通じてコスト増加の要因と

なりました。

米国では、米中貿易摩擦の影響を受けて製造業を中心に業績は低迷しましたが、個人消費

や雇用環境は堅調で景気を下支えしました。中国では貿易摩擦の影響で輸出が減少し、成長

率の低下が顕著となっています。

このような状況の中、当社は「変化を仕掛け 新たな挑戦」をスローガンに掲げ、グルー

プ全社が結束して新たな市場開拓、積極的な設備投資、品質管理の改善など業績の向上に努

めてまいりました。

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高は前期比2.6％増加の955億2百万円、営業利

益は前期比1.1％減少の68億50百万円、経常利益は前期比0.2％減少の71億99百万円、親会

社株主に帰属する当期純利益は前期比5.4％減少の47億円となりました。

　事業の種類別セグメントの状況は次のとおりでございます。
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　〈事業のセグメント別売上高〉

セグメント区分 金 額 前 期 比 構 成 比

紙 加 工 品 事 業 60,353 百万円 104.1 ％ 63.2 ％

化 成 品 事 業 19,666 100.1 20.6
そ の 他 事 業 15,483 99.8 16.2

合 計 95,502 102.6 100.0
　

　（紙加工品事業）
当社グループ売上高の63.2％を占めるこの部門では、紙袋（対連結売上高構成比30.7％）
は、国内専門店向けの売上が堅調に推移した結果、連結売上高は292億64百万円（前期比
0.9％増加）となりました。
紙器（同上構成比19.2％）は、食品用パッケージの売上が好調に推移したことや、前年４
月に取得したカンナル印刷株式会社の売上が加わったことにより、連結売上高は183億61百
万円（前期比12.1％増加）となりました。
段ボール（同上構成比11.0％）は、eコマース市場向けの売上が堅調で、連結売上高は

105億14百万円（前期比0.7％増加）となりました。
印刷（同上構成比2.3％）は、株式会社京浜特殊印刷と日幸印刷株式会社の売上が好調に

推移し、連結売上高は22億13百万円（前期比3.3％増加）となりました。
以上により、この部門の連結売上高は603億53百万円（前期比4.1％増加）となり、営業

利益は52億65百万円（前期比0.4％増加）となりました。
　（化成品事業）

当社グループ売上高の20.6％を占めるこの部門では、売上は前年並みに推移し、連結売上
高は196億66百万円（前期比0.1％増加）となり、営業利益は10億42百万円（前期比4.5％増
加）となりました。

　（その他事業）
当社グループ売上高の16.2％を占めるこの部門では、カンナル印刷株式会社の販促品の売

上が加算されましたが、親会社の量販店向け用度品等の売上が減少し、連結売上高は154億
83百万円（前期比0.2％減少）となり、営業利益は14億92百万円（前期比1.3％減少）とな
りました。
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② 設備投資の状況および資金調達の状況
当連結会計年度における設備投資額は、19億33百万円であります。その主なものは、当
社大阪工場、東京工場および茨城工場の製造設備の増強です。
当連結会計年度中における必要資金は、自己資金により賄っております。

　
（2）財産および損益の状況

　

区 分
第 65 期
2016 年 度

第 66 期
2017 年 度

第 67 期
2018 年 度

第 68 期
2019 年 度

（当連結会計年度）
売 上 高（百万円） 89,174 90,313 93,126 95,502
経 常 利 益（百万円） 6,825 7,589 7,212 7,199
親会社株主に帰属
する当期純利益（百万円） 4,540 5,209 4,968 4,700

１株当たり当期純利益（円） 231.47 265.56 253.25 243.89
総 資 産（百万円） 76,291 81,928 86,521 88,446
純 資 産（百万円） 48,603 53,457 56,775 58,495
１ 株 当 た り 純 資 産（円） 2,474.25 2,720.34 2,885.27 3,076.27
（注）１．百万円単位の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産は期末発行済株式総数によ
り算出しております。

　
（3）重要な子会社の状況

　

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容
㈱ 京 浜 特 殊 印 刷 10百万円 100.00％ 紙加工品の印刷・販売
日 幸 印 刷 ㈱ 20百万円 100.00％ 紙加工品の印刷・販売
㈱ パ ッ ク タ ケ ヤ マ 90百万円 100.00％ 紙加工品・化成品・その他ギフト品等の製造・仕入・販売
西 日 本 印 刷 工 業 ㈱ 45百万円 100.00％ 紙加工品・その他ギフト品等の製造・仕入・販売
カ ン ナ ル 印 刷 ㈱ 12百万円 99.13% 紙加工品・その他ギフト品等の製造・仕入・販売
ザ・パックアメリカコーポレーション 100万米ドル 100.00％ 紙加工品・化成品・その他ギフト品等の仕入・販売
特百嘉包装品貿易（上海）有限公司 50万米ドル 100.00％ 紙加工品・化成品の販売
特百嘉包装制品（常熟）有限公司 390万米ドル 93.59％ 紙加工品の製造
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（4）対処すべき課題
2020年度の日本経済は、東京オリンピック開催年でもあり国民全体が希望を抱く年となり
そうですが、未だデフレから抜け出せる兆しは見えていません。また、貿易摩擦を中心とし
たグローバルリスクは継続中であり、毎年発生する自然災害リスクや新たに発生したコロナ
ウイルスの感染による経済への影響は予測がつかない状況です。また、当社の属する業界で
は、本年７月より義務化されるレジ袋の有料化が市場に与える影響も不透明です。
当社は、このような状況が予想される中、次期のスローガンを「総力結集 力強く前進」

としました。グループ全体で積極的に設備投資・システム投資を行い、生産性向上と省人
化・省力化を推し進め、働き方改革を実現していきます。また、「環境対応を見据えた経営」
を行い、品質管理にも注力し、トータルパッケージのソリューション企業として顧客満足度
と業績のさらなる向上を目指す所存です。
株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い

申しあげます。
　

（5）主要な事業内容
　

セグメント区分 事 業 の 内 容 会 社 名
紙加工品事業 紙袋、印刷紙器、段ボールの製造、仕入

及び販売
当社
㈱京浜特殊印刷
日幸印刷㈱
㈱パックタケヤマ
西日本印刷工業㈱
カンナル印刷㈱
ザ・パックアメリカコーポレーション
特百嘉包装品貿易（上海）有限公司
特百嘉包装制品（常熟）有限公司

化 成 品 事 業 ポリ袋、テーラーバッグなどの製造、仕
入及び販売

当社
㈱パックタケヤマ
ザ・パックアメリカコーポレーション
特百嘉包装品貿易（上海）有限公司

そ の 他 事 業 ギフト品、繊維品、用度品、値札、カレ
ンダー、デザイン制作、宣伝広告用品な
どの製造、仕入及び販売

当社
㈱パックタケヤマ
西日本印刷工業㈱
カンナル印刷㈱
ザ・パックアメリカコーポレーション
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（6）主要な営業所および工場
　 ① 当 社

本 社 （大阪市東成区）
本部・支社 東日本事業本部（東京都渋谷区）、北海道支社（札幌市）、

東北支社（仙台市）、関東支社（千葉県松戸市）、横浜支社、
名古屋支社、京都支社、神戸支社、岡山支社、広島支社、
四国支社（松山市）、福岡支社

大 阪 工 場 （大阪府東大阪市）
奈 良 工 場 （奈良県大和郡山市）
東 京 工 場 （埼玉県日高市）
茨 城 工 場 （茨城県日立市）

　 ② 子 会 社
国 内 ㈱京浜特殊印刷（大阪市）日幸印刷㈱（大阪市）

㈱パックタケヤマ（大阪市）西日本印刷工業㈱（大阪市）
カンナル印刷㈱（大阪市）

海 外 ザ・パックアメリカコーポレーション（米国）
特百嘉包装品貿易（上海）有限公司（中国）
特百嘉包装制品（常熟）有限公司（中国）

（注）ザ・パック本社は、本社ビル建替のため一時移転し、2019年２月より以下の住所で業務を行っております。
　 大阪市北区天満橋１丁目８番３０号 ＯＡＰタワー２０階

（7）使用人の状況
① 企業集団の使用人の状況

　

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

1,252 名 24名増
（注） 上記のほか、執行役員10名および臨時使用人505名が在籍しております。

　
② 当社の使用人の状況

　

使 用 人 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

893 名 28名増 40.6 歳 17.6 年

（注） 上記のほか、執行役員９名、子会社等への出向者16名および臨時使用人416名が在籍しております。
　

（8）主要な借入先の状況
該当事項はありません。

　
（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．会社の状況に関する事項（2019年12月31日現在）
（1）株式に関する事項
　 ① 発行可能株式総数 77,000,000株
　 ② 発行済株式の総数 19,900,000株（自己株式925,347株を含む）
　 ③ 株主数 6,697名
　 ④ 大株主

　

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
公 益 財 団 法 人 森 田 記 念 福 祉 財 団 2,081 千株 10.96 ％

BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND
（PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO） 1,543 8.13

ザ ・ パ ッ ク 取 引 先 持 株 会 1,299 6.84
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４） 871 4.59
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 658 3.46
北 越 コ ー ポ レ ー シ ョ ン 株 式 会 社 622 3.27
大 王 製 紙 株 式 会 社 573 3.02
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 531 2.80
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 494 2.60
ザ ・ パ ッ ク 社 員 持 株 会 483 2.54

　

（注）１．株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
２．当社は、自己株式925,347株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率
は自己株式を控除して計算しております。

　
⑤ その他株式に関する重要な事項
当社は、当社の第４位株主であった森田商事株式会社より、その保有する当社普通株式
の一部について売却する意向がある旨の連絡を受けたため、一時的にまとまった数量の株
式が市場に放出された場合における当社株式の流動性および市場価格への影響ならびに当
社の財務状況等を総合的に勘案し、会社法第165条第２項および定款第９条の定めにより、
2019年５月８日開催の当社取締役会決議に基づき、2019年５月９日から６月５日の間、
公開買付により、650,000株（発行済株式総数に対する割合は3.27％）の自己株式を総額
2,049百万円で取得いたしました。
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（2）新株予約権等に関する事項
① 当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

　

発行決議日 １株当たり発 行 価 額
１株当たり
行 使 価 額 権利行使期間 役 員 の

保有状況
目的となる
株式の種類
お よ び 数

主 な
行使条件

第１回株式報酬型
新株予約権

2015年
３月27日 2,250円 １円 2015 年５月11日から

2040 年５月10日まで ７名47個 普通株式
4,700株 注3

第２回株式報酬型
新株予約権

2016年
３月30日 2,337円 １円 2016 年５月10日から

2041 年５月９日まで ７名49個 普通株式
4,900株 注3

第３回株式報酬型
新株予約権

2017年
３月30日 2,969円 １円 2017 年５月10日から

2042 年５月９日まで ７名52個 普通株式
5,200株 注3

第４回株式報酬型
新株予約権

2018年
３月29日 3,496円 １円 2018 年５月10日から

2043 年５月９日まで ７名55個 普通株式
5,500株 注3

第５回株式報酬型
新株予約権

2019年
３月28日 2,910円 １円 2019 年５月９日から

2044 年５月８日まで ７名58個 普通株式
5,800株 注3

　

（注）１．社外取締役、非常勤取締役および監査役には新株予約権を付与しておりません。
２．新株予約権の発行に際して上記金額に基づく債務は、当社に対する報酬債権と相殺され、金額の払込み
はありません。

３．新株予約権の主な行使条件は以下のとおりです。
（1）行使期間内において、当社取締役の地位（当社監査役または執行役員への地位の変更があったときは

その地位）を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、行使可能な新株予約権を行使でき
る。

（2）新株予約権を割り当てられた年度の連結業績伸長率（売上高・営業利益額）が前年度に対し100％以
上の場合のみ、当該年度に割り当てられた新株予約権を全て行使することができ、100％未満の場合
には、その度合いに応じ当該年度に割り当てられた新株予約権の一部しか行使することができない。

② 当事業年度中に当社執行役員に対し職務執行の対価として交付した新株予約権等の状況
　

発行決議日 １株当たり発 行 価 額
１株当たり
行 使 価 額 権利行使期間 執行役員への

交 付 状 況
目的となる
株式の種類
お よ び 数

主 な
行使条件

第５回株式報酬型
新株予約権

2019年
３月28日 2,910円 １円 2019 年５月９日から

2044 年５月８日まで ９名19個 普通株式
1,900株 注1

　

（注）１．新株予約権の主な行使条件は以下のとおりです。
（1）行使期間内において、当社執行役員の地位（当社取締役、監査役または従業員への地位の変更があっ

たときはその地位）を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、行使可能な新株予約権を
行使できる。

（2）新株予約権を割り当てられた年度の連結業績伸長率（売上高・営業利益額）が前年度に対し100％以
上の場合のみ、当該年度に割り当てられた新株予約権を全て行使することができ、100％未満の場合
には、その度合いに応じ当該年度に割り当てられた新株予約権の一部しか行使することができない。

③ その他新株予約権等に関する重要な事項
特記すべき事項はありません。
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（3）会社役員に関する事項
① 取締役および監査役の状況（2019年12月31日現在）

　

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 会 長 中 尾 吉 計

代 表 取 締 役 社 長 稲 田 光 男
専 務 取 締 役 瀧 之 上 輝 生 製造本部長

株式会社京浜特殊印刷代表取締役
株式会社パックタケヤマ代表取締役
カンナル印刷株式会社代表取締役

同 山 下 英 昭 営業本部長

常 務 取 締 役 岡 田 進 生産市場事業本部長
営業本部副本部長

同 藤 井 道 久 コーポレート本部長
取 締 役 中 村 秀 一 コーポレート本部副本部長

同 林 拓 史 公認会計士、税理士
同 西 尾 宇 一 郎 公認会計士、税理士

関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授
新家工業株式会社社外取締役（監査等委員）
ケイミュー株式会社社外監査役

常 勤 監 査 役 佐 藤 誠 司

同 野 田 伸 二
監 査 役 玉 越 久 義 弁護士

トモシアホールディングス株式会社社外監査役
同 岩 瀬 哲 正 公認会計士、税理士

（注）１．寺岡由則、堀田吉彦および森田和子の３氏は、2019年３月28日開催の第67期定時株主総会終結の時を
もって、任期満了により取締役を退任いたしました。

２．取締役林拓史および西尾宇一郎の両氏は、社外取締役であります。
３．監査役玉越久義および岩瀬哲正の両氏は、社外監査役であります。
４．取締役林拓史氏、取締役西尾宇一郎氏、監査役玉越久義氏および監査役岩瀬哲正氏につきましては、東
京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

５．監査役玉越久義氏は、弁護士の資格を有しており、法令に関する相当程度の知見を有するものでありま
す。

６. 監査役岩瀬哲正氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度
の知見を有するものであります。
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② 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同
法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。その契約内容の概
要は次のとおりであります。
１．社外取締役および社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う
場合は、会社法第427条第１項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。

２．上記の責任限定が認められるのは、社外取締役および社外監査役がその責任の原因と
なった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

③ 取締役および監査役の報酬等の額
　

区 分 支 給 人 員 支 給 額 摘 要
取 締 役 12 名 320 百万円 うち社外取締役2名、社外監査役2名

25百万円監 査 役 4 39
合 計 16 359

　

（注）１．上記には、当事業年度に係る役員賞与引当金の繰入額25百万円を含んでおります。
２．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３．取締役および監査役の報酬限度額は、2010年３月30日開催の第58期定時株主総会において、取締役は
年額470百万円以内、監査役は年額70百万円以内と決議いただいております。

４．上記報酬額には、社内取締役に付与した株式報酬型ストックオプションのうち、当事業年度の職務執行
分に対応する部分の金額22百万円を含んでおります。

　 社外取締役および非常勤取締役に対するストックオプションの付与はありません。
　

④ その他会社役員に関する重要な事項
特記すべき事項はありません。
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⑤ 社外役員に関する事項
　 イ．取締役
　 ・重要な兼職先と当社との関係

取締役西尾宇一郎氏の兼職先と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
　 ・当事業年度における主な活動状況

　

氏 名 主 な 活 動 状 況

林 拓 史
当事業年度に開催された取締役会17回の全ておよびその他重要な
会議に出席し、主に公認会計士および税理士としての専門的見地
からの発言を行っております。

西 尾 宇一郎
当事業年度に開催された取締役会17回の全ておよびその他重要な
会議に出席し、主に公認会計士および税理士としての専門的見地
からの発言を行っております。

　 ロ．監査役
　 ・重要な兼職先と当社との関係

監査役玉越久義氏の兼職先と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
　 ・当事業年度における主な活動状況

　

氏 名 主 な 活 動 状 況

玉 越 久 義
当事業年度に開催された取締役会17回中16回および監査役会13
回の全てに出席し、その他重要な会議に出席して、主に弁護士と
しての専門的見地からの発言を行っております。

岩 瀬 哲 正
当事業年度に開催された取締役会17回の全ておよび監査役会13回
の全てに出席し、その他重要な会議に出席して、主に公認会計士
および税理士としての専門的見地からの発言を行っております。
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（4）会計監査人の状況
① 会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人

　
② 報酬等の額
イ．当社の当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 36百万円
ロ．当社および子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 36百万円
（注） 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査

の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額
を記載しております。

　
③ 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

当社監査役会は、前事業年度の監査実績の分析・評価を行い、当事業年度の監査計画に
おける監査時間・配員計画および報酬額の見積りの相当性などを確認し検討した結果、会
計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

　
④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める解任事由に該当すると認
められる場合には、監査役全員の合意に基づき解任し、監査役会が選定した監査役が、解
任後最初に招集される株主総会におきまして、解任した旨と解任の理由を報告いたしま
す。
また、監査役会は、会計監査人の監査体制、独立性、監査品質、監査業務の遂行状況等
を総合的に判断し、適正な監査の遂行が困難であると認めたときは、株主総会に提出する
会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

　

2020年02月21日 16時22分 $FOLDER; 24ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

― 24 ―

３．会社の体制および方針
（1）取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の

適正を確保するための体制
　

内部統制体制の整備に関する基本方針
　

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、当社および当社グループ会社（以下、あわ
せて「当社グループ」という）が業務の適正を確保し、効率的経営を行うために必要な内部統
制体制を整備する。

　
１．当社グループの取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保
するための体制
① 当社の監査役は監査役会規程および監査役監査基準に基づき当社グループの監査役監査
を行い、監査室は内部監査規程に基づき当社グループの内部監査を行う。

② 当社の管理本部長は、当社グループのコンプライアンス管理を統括し、その体制を整備
する。

③ 当社は、当社グループの取締役、執行役員（以下、当社グループの取締役、執行役員を
あわせて「取締役等」という）および監査役ならびに従業員に対する、「ザ・パックグ
ループ行動規範」の遵守およびコンプライアンスに関する啓蒙・教育を行う。

④ 当社グループの従業員からのコンプライアンスに関する相談および法令・定款に違反す
る事実等の通報を受けるために、社内通報制度「Ｃライン」を整備して、不正事実およ
びその可能性を発見し、防止と是正に努める。

⑤ 当社は、業務執行に関する監督機能の維持・強化のため、社外取締役を選任する。
　

２．当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 当社グループの取締役会その他の重要な会議の議事録、稟議書、その他取締役の職務の
執行に関する重要な文書を保存するものとし、その作成、保存、管理等は文書規程、稟
議手続規程および秘密情報管理規程その他の社内規程等に基づき行う。

② 当社の取締役および監査役は、必要に応じ、前号に定める重要な会議の議事録、稟議書
等を閲覧できる。
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３．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 与信管理、品質管理、安全衛生その他の日常業務に係るリスク管理は、当社およびグル

ープ各社が定める社内規程、マニュアル、手続書等に基づき行うものとし、当社はグル
ープ各社に対し、それらの整備、運用を指導する。

② 情報セキュリティに係るリスク管理は、業務のIT化等により重要度が増す情報管理に対
応するために、管理体制を見直す。

③ 災害・大事故その他の経営に係る緊急事態に対しては、緊急事態対策規程その他の社内
規程に基づき当社またはグループ各社社長の指揮の下で迅速な対応を行い、損害の拡大
を防止する。

④ 監査室は、内部監査において当社グループの損失の危険を発見した場合は、内部監査規
程に基づき、当該部門の長に通告するとともに、直ちに当社の社長に報告する。

　
４．当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社は、効率的な経営を行うために、取締役会の他に、取締役等、事業部長以上および
グループ会社社長による事業部会を毎月開催し、機動的な業務遂行を行うために執行役
員制度を継続する。事業部会は、各担当部門およびグループ会社が報告する業務執行状
況を検討し、取締役会の決定した執行方針を実現するため施策を審議し、決定する。

② 業務執行に係る組織・職制、業務分掌、職務権限はそれぞれ当社グループ各社の社内規
程に基づくものとする。

③ 当社は、迅速で効率性の高い企業経営実現のために執行役員制度を導入し、意思決定と
監督機能を担う取締役と業務執行を担う執行役員の役割を分離する。

　
５．当社グループ各社における業務の適正を確保するための体制
① 当社は、グループ各社の管理を関係会社管理規程に基づき行うものとし、グループ各社

に対し、業務執行状況・財務状況等を定期的に当社に報告する体制および業績について
は定期的に、業務上重要な事項が発生した場合はその都度、当社に報告する体制を整備
する。

② 当社は、グループ各社に対して、当社グループの企業活動に関連する様々なリスクに対
処するため、「ザ・パックグループ行動規範」の遵守およびコンプライアンスに関する
啓蒙・教育ならびに社内規程その他の内部統制体制の整備を指導する。これらに対し、
グループ各社から援助・指導等を求められた場合、当社のコーポレート本部長は、必要
に応じ、法務部その他の部署に対応を指示し、グループ各社の相互の連携の下当社グル
ープ全体のリスク管理を行う。
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③ 当社は、グループ各社を管理する担当部署を置き、当社グループ経営の適正かつ効率的
な運用を図るとともに、当社とグループ会社間の情報の伝達や業務の有効な範囲におい
て、IT等のインフラ整備と運用を指導する。

　
６．監査役がその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する体制
① 当面は、監査役の職務を専任で補助する使用人を置かない。ただし、監査室が、その職

務と兼任して、監査役が職務遂行に必要とする補助業務を、監査役の指揮命令の下で行
う。

　
７．監査役の補助を行う使用人の取締役からの独立性に関する事項
① 監査室は、監査役の指揮命令の下で行う監査役補助業務について、監査役以外の指揮命
令を受けない。

② 監査室メンバーの人事異動、人事評価、処遇、懲戒処分に関しては、監査役会の同意を
必要とする。

　
８．当社グループの取締役および使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査役への
報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する
ための体制
① 監査役は、当社の取締役会、事業部会への出席の他、グループ各社を含め、監査役が必
要と判断する会議に出席できる。

② 当社およびグループ会社は、重要会議の議事録・資料、重要な訴訟・係争に関する資
料、当局検査・外部検査の結果資料、内部通報等による不正事実の資料、その他監査役
が要求する文書は、監査役へ提供する。

③ 当社グループの役員および従業員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発
見したときは、直ちに監査役に報告するものとし、報告者は、当該報告を行ったことに
より、解雇その他のいかなる不利益な取扱いも受けない。

④ 当社グループの従業員は、社内通報制度「Ｃライン」を利用してコンプライアンスに関
する相談または法令・定款に違反する事実等の通報を行ったことにより、当社およびグ
ループ会社から、解雇その他のいかなる不利益な取扱いも受けない。
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９．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行
について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
① 当社は、監査役から、その職務の執行について必要な費用の請求を受けた場合は、速や
かに当該費用の支払いを行う。

② 当社は、監査役が必要と認めるときは、監査役の監査を支える弁護士、公認会計士、コ
ンサルタントその他の外部アドバイザーを任用するなど必要な監査費用を認める。

　
10．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 当社グループの役員および従業員は、監査役が行う監査に積極的に協力する。
② 監査役は、その独自の計画・スケジュールに基づき、監査室と緊密な連携を保ちなが
ら、監査対象とする部門の長および従業員と面談できる。

③ 監査役は、社長、監査法人それぞれとの間で、定期的に、および必要に応じて随時に会
合をもち意見交換を行う。

　
11．社内規程等の整備
① 本基本方針に係る社内規程、制度、システム、マニュアル、手法等は、当社グループに

おいて継続的に見直し、必要に応じて改廃、制定、改善、設置等を行う。
　

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
① 内部統制システム全般

企業集団における業務の適正性を確保するために、「関係会社管理規程」の改定、監査
役および監査室による定期的な業務監査・内部統制監査を実施し、当社および子会社の
内部統制システム全般の整備・運用状況の検証を行った。また、金融商品取引法に基づ
く財務報告に係る内部統制の有効性の評価を実施し、当社の財務報告に係る内部統制が
有効であることを確認している。

② コンプライアンス
社内研修などを通じてコンプライアンスに係る教育を定期的に実施し、社員のコンプラ
イアンスに対する意識向上を図っている。また、当社グループの従業員からの相談・通
報を受け付ける内部通報窓口「Ｃライン」により、内部通報者を保護し、不正や法令違
反を防止している。

③ リスク管理
当社が定める社内規程、マニュアル、手続書に基づき、グループ全体のリスク管理体制
の維持・向上を図っている。
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④ 取締役の職務執行体制
取締役会は、17回開催し、社外取締役および社外監査役を加えて議論・審議を行った。
従来は、経営上の重要事案については、役付取締役により構成される経営会議において
事前審議したうえで取締役会に上程していたが、取締役会での議論活性化を図るために
期中より経営会議は廃止し、事前審議を行わないこととした。

⑤ 監査役の職務執行体制
監査役は、４名中２名が社外監査役である。
監査役会は、13回開催し、監査に関する重要な報告を受けて議論・審議を行った。
各監査役は、取締役会その他の重要な会議への出席、内部監査を行う監査室との連携、
取締役との情報交換などを通じて、業務運用状況の把握に努めるとともに、監査の実効
性を確保している。

　
（3）会社の支配に関する基本方針
① 基本方針の内容
当社は、当社の企業価値は、これまで培ってきた人材、組織、設備、商品力、技術力、
経営陣と従業員との信頼関係、当社と顧客・取引先その他のステークホルダーとの信頼関
係、立案・実行されてきた経営施策など、当社の経営に重要不可欠な要素である有形無形
の財産により形成され支えられているものと考えております。
当社の企業価値を高め、株主共同の利益に資するためには、当社の財務および事業の方
針の決定を支配する者はこれらの経営要素を維持・向上しなければなりません。
もちろん、当社は、当社の株主は市場における自由な取引を通じて決定されることが原
則であり、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、最終的に当社の株主全体
の意思に基づき決定されるべきものと考えております。
そのため、当社株式を大規模に買い付けて当社の財務および事業の方針の決定を支配し
ようとする、または当社の財務および事業の方針の決定に影響を及ぼそうとする特定の者
もしくはグループが、当社経営陣の賛同を得ずに一方的に株式の大規模な買付けを行う場
合でも、当社の企業価値および株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定
するものではありません。
しかしながら、上記の経営要素を毀損するなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利
益が毀損されるおそれが存する場合には、当社の財務および事業の方針の決定を支配する
者として不適切であるとして、法令および定款により許容される限度において相当の措置
を講じることといたします。
これらをもって、当社の会社の支配に関する基本方針としております。
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② 基本方針の実現に資する特別な取組み
　当社及び当社グループの主力事業が属する包装業界は、国内にあっては成熟産業とされ
ています。この中にあって当社及び当社グループが持続的に発展するためには、販売力、
設備総合力、技術開発力、企画提案力の強化はもちろんのこと、従来の取組みに安住する
ことなく、海外市場の開拓強化及び新たな需要や市場の開発・創造に積極的にチャレンジ
していかなければなりません。そのためには、当社及び当社グループの人材と組織力を結
集することが不可欠であり、この結集を可能ならしめるのが、社是「愛し愛され」に基づ
く「人を大切にし、人を育てる」経営指針であり「どのような環境の変化にも対応し得る
経営体質」を目指す経営方針であります。
　これらの業績向上や財務体質強化に努める一方、当社は従来から企業の社会的責任を強
く認識し、包装文化の発展を担う企業としての自覚のもと、1981年に包装資料館（現 パ
ッケージラボ）を設置して国内外のパッケージ研究及び情報発信の拠点とした他、1993年
にザ・パックフォレスト基金を設立して森林保護及び植林活動を推進し、主力事業におき
ましては環境対応新商品及び新技術の開発に積極的に取り組んでまいりました。さらに、
1999年の茨城工場を皮切りに、現在は当社の国内四工場及び全事業所においてISO14001
「環境マネジメントシステム」、ISO9001「品質マネジメントシステム」の認証を取得して
おります。また、紙を素材としたパッケージ製造を行う全工場と全販売部門で、
FSC-CoC認証を取得しております。
　今後も、総合包装事業を中核事業として、顧客第一主義を柱に様々な業種や規模の顧客
及び消費者のニーズを的確に把握して対応し、株主の皆様、顧客、取引先、従業員、地域
住民その他のステークホルダーのご意見を重視し信頼関係を維持しながら、業績向上、財
務体質強化、社会的責任の遂行に関する的確な中長期的計画を立案し実行していくこと
を、当社及び当社グループの企業価値及び株主共同の利益を高める取組みとして実行して
まいります。

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針が支配されること
を防止するための取組み
当社は、2007年８月９日開催の取締役会において、当社株式の大規模買付行為に関する
対応策（以下「本プラン」といいます）の導入を決議して同日より発効し、本プランの一
部変更を経て2017年３月30日開催の第65期定時株主総会において、同株主総会の日から
３年間（2019年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで）の継続が承認可決されま
した。
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本プランは、予め当社取締役会の承認を得ることなく当社株式の20％以上を取得する大
規模買付行為を行おうとする者またはグループ（以下「大規模買付者」といいます）に対
し、当社が定める大規模買付ルールの遵守を求めて、株主の皆様に大規模買付行為に応じ
るか否かの適切な判断をいただくための十分な情報および期間を確保し、大規模買付者が
大規模買付ルールを遵守しない場合や当社の企業価値・株主共同の利益が毀損される可能
性が高いと合理的理由に基づき判断されるなどの一定の場合には、当社取締役会が、株主
の皆様に対する責務として、対抗措置としての効果を勘案した行使条件、取得条件、行使
期間等を設けた新株予約権を無償割当するなど、必要かつ相当な措置をとることができる
とするものです。

　
④ 上記③の取組みについての取締役会の判断

当社取締役会は、上記③の取組みが、上記①の会社の支配に関する基本方針に則って策
定された、当社の企業価値・株主共同の利益を確保することを目的とした取組みであり、
株主の皆様共同の利益を損なうものではないと考えます。
また、当社の業務執行を行う経営陣から独立した社外監査役、社外の有識者等から構成
する独立委員会の勧告を尊重して対抗措置を発動することが定められていること、当社の
株主総会または当社株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも本
プランを廃止できること、対抗措置の発動、不発動、中止、停止について独立委員会の勧
告要件および当社取締役会の決議もしくは判断の合理的な客観的要件が定められているこ
となどから、取締役の地位の維持を目的とする恣意的な判断や発動を防止するための仕組
みをもった取組みであると考えております。

（ご参考）
本プランは、当事業年度末時点のものを記載しております。
本プランの有効期間は、2020年３月26日開催予定の当社第68期定時株主総会の終結の
時までとなっており、当社は2020年２月25日開催の取締役会において、有効期間満了を
もって本プランを継続しないことを決議しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2019年12月31日現在） （単位：百万円）

　

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受取手形及び売掛金
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
工具、器具及び備品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

57,017
14,317
24,717
10,000
5,675
931
887
501
△13

31,429
20,781
6,523
5,468
164
8,397
226
169

10,478
8,842
774
911
△50

流 動 負 債 25,648
支払手形及び買掛金 15,005
電 子 記 録 債 務 5,763
１年内返済予定の長期借入金 48
未 払 法 人 税 等 1,055
賞 与 引 当 金 283
役 員 賞 与 引 当 金 43
そ の 他 3,449

固 定 負 債 4,302
長 期 借 入 金 30
繰 延 税 金 負 債 504
退職給付に係る負債 3,648
そ の 他 118
負 債 合 計 29,951

純 資 産 の 部
科 目 金 額

株 主 資 本 57,560
資 本 金 2,553
資 本 剰 余 金 3,164
利 益 剰 余 金 54,607
自 己 株 式 △2,765

その他の包括利益累計額 811
その他有価証券評価差額金 1,462
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 0
為替換算調整勘定 △283
退職給付に係る調整累計額 △367
新 株 予 約 権 93
非 支 配 株 主 持 分 29
純 資 産 合 計 58,495

資 産 合 計 88,446 負 債 純 資 産 合 計 88,446
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連 結 損 益 計 算 書
（ 自

至
2019
2019

年
年
１
12
月
月
１
31
日
日） （単位：百万円）

　

科 目 金 額
売 上 高 95,502
売 上 原 価 72,381
売 上 総 利 益 23,121
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 16,270
営 業 利 益 6,850
営 業 外 収 益
受 取 利 息 107
受 取 配 当 金 122
受 取 賃 貸 料 54
為 替 差 益 31
そ の 他 66 382

営 業 外 費 用
支 払 利 息 2
賃 貸 収 入 原 価 10
売 上 割 引 5
そ の 他 15 33

経 常 利 益 7,199
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 2
受 取 保 険 金 83 86

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 3
固 定 資 産 除 却 損 28
固 定 資 産 解 体 費 用 190
減 損 損 失 164 386

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 6,899
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,120
法 人 税 等 調 整 額 78 2,199
当 期 純 利 益 4,700
非支配株主に帰属する当期純利益 0
親会社株主に帰属する当期純利益 4,700
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連結株主資本等変動計算書
（ 自 2019

至 2019
年
年
１
12
月
月
１
31
日
日） （単位：百万円）

　

株 主 資 本
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

2019年１月１日残高 2,553 3,166 50,871 △723 55,867
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △964 △964
親会社株主に帰属
する当期純利益 4,700 4,700

自己株式の取得 △2,049 △2,049
自己株式の処分 0 8 9
子会社株式の追加取得 △2 △2
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） -

連結会計年度中の変動額合計 - △2 3,735 △2,041 1,692
2019年12月31日残高 2,553 3,164 54,607 △2,765 57,560
　

その他の包括利益累計額 新株
予約権

非支配
株主持分

純資産
合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ
損 益

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

2019年１月１日残高 1,282 0 △249 △287 745 81 81 56,775
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 - △964
親会社株主に帰属
する当期純利益 - 4,700

自己株式の取得 - △2,049
自己株式の処分 - 9
子会社株式の追加取得 - △2
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） 179 0 △34 △79 65 12 △51 27

連結会計年度中の変動額合計 179 0 △34 △79 65 12 △51 1,719
2019年12月31日残高 1,462 0 △283 △367 811 93 29 58,495

2020年02月21日 16時22分 $FOLDER; 34ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

― 34 ―

貸 借 対 照 表
（2019年12月31日現在） （単位：百万円）

　

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
立 替 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
長 期 貸 付 金
破 産 更 生 債 権 等
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

50,720
10,845
3,745
18,139
10,000
5,262
704
713
721
591
△4

30,475
16,983
5,427
51

4,181
7

121
6,967
226
159
30
120
9

13,331
8,396
2,111
434
1,495

5
542
393
△48

流 動 負 債 23,347
支 払 手 形 2,161
電 子 記 録 債 務 5,487
買 掛 金 11,606
未 払 金 1,275
未 払 法 人 税 等 950
未 払 消 費 税 等 227
賞 与 引 当 金 254
役 員 賞 与 引 当 金 35
設 備 関 係 支 払 手 形 468
そ の 他 879
固 定 負 債 2,858
退 職 給 付 引 当 金 2,821
長 期 未 払 金 37
負 債 合 計 26,205

純 資 産 の 部
科 目 金 額

株 主 資 本 53,394
資 本 金 2,553
資 本 剰 余 金 3,157
資 本 準 備 金 2,643
そ の 他資本剰余金 513

利 益 剰 余 金 50,449
利 益 準 備 金 449
そ の他利益剰余金 49,999
買換資産圧縮積立金 111
別 途 積 立 金 44,201
繰 越 利 益 剰 余 金 5,687

自 己 株 式 △2,765
評 価・換算差額等 1,501
その他有価証券評価差額金 1,501
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 0
新 株 予 約 権 93
純 資 産 合 計 54,989

資 産 合 計 81,195 負 債 純 資 産 合 計 81,195
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損 益 計 算 書
（ 自 2019

至 2019
年
年
１
12
月
月
１
31
日
日） （単位：百万円）

　

科 目 金 額
売 上 高 84,599
売 上 原 価 63,846
売 上 総 利 益 20,753
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 14,574
営 業 利 益 6,179
営 業 外 収 益
受 取 利 息 114
受 取 配 当 金 105
そ の 他 164 383

営 業 外 費 用
支 払 利 息 1
そ の 他 11 13

経 常 利 益 6,549
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 0
受 取 保 険 金 83 84

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 3
固 定 資 産 除 却 損 26
固 定 資 産 解 体 費 用 190
減 損 損 失 164 383

税 引 前 当 期 純 利 益 6,250
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,911
法 人 税 等 調 整 額 32 1,944
当 期 純 利 益 4,306
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株主資本等変動計算書
（自 2019

至 2019
年
年
１
12
月
月
１
31
日
日） （単位：百万円）

　

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
2019年１月１日残高 2,553 2,643 513 3,156
事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当
当 期 純 利 益
買 換 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩
別途積立金の積立
自己株式の取得
自己株式の処分 0 0
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 - - 0 0
2019年12月31日残高 2,553 2,643 513 3,157
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株 主 資 本
利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合計利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合計買換資産

圧縮積立金別途積立金
繰越利益
剰余金

2019年１月１日残高 449 118 41,201 5,338 47,107 △723 52,093
事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △964 △964 △964
当 期 純 利 益 4,306 4,306 4,306
買 換 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩 △7 7 - -

別途積立金の積立 3,000 △3,000 - -
自 己 株 式 の取得 △2,049 △2,049
自 己 株 式 の処分 8 9
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） -

事業年度中の変動額合計 - △7 3,000 349 3,341 △2,041 1,300
2019年12月31日残高 449 111 44,201 5,687 50,449 △2,765 53,394

評 価 ・ 換 算 差 額 等
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算
差額等合計

2019年１月１日残高 1,307 0 1,307 81 53,482
事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △964
当 期 純 利 益 4,306
買 換 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩 -

別途積立金の積立 -
自 己 株 式の取得 △2,049
自 己 株 式 の処分 9
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） 193 0 193 12 206

事業年度中の変動額合計 193 0 193 12 1,507
2019年12月31日残高 1,501 0 1,501 93 54,989
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
　

独立監査人の監査報告書
2020年２月20日

ザ ・ パ ッ ク 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 谷 智 英 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 仲 昌 彦 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ザ・パック株式会社の2019年１月１日
から2019年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益
計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計
算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表
明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り
の評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、ザ・パック株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る
期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本
　

独立監査人の監査報告書
2020年２月20日

ザ ・ パ ッ ク 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 谷 智 英 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 仲 昌 彦 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ザ・パック株式会社の2019年１
月１日から2019年12月31日までの第68期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその
附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ
の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細
書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本
　

監 査 報 告 書
　当監査役会は、2019年１月１日から2019年12月31日までの第68期事業年度の取締役の職務の執行に関して、
各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受け
るほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内
部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の
方法で監査を実施しました。
　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調
査いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に
応じて子会社から事業の報告を受けました。
　また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行
規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備さ
れている体制（内部統制システム）について、監査役会が定めた内部統制システムに係る監査役監査の実施基
準に準拠し、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係わる内部統制については、取締役等及び会計監査人から当
該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、
取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事
項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知
を受け、必要に応じて説明を求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム
に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
四 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に
ついては、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号
ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、か
つ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2020年２月21日

ザ・パック株式会社 監査役会
常勤監査役 佐 藤 誠 司 ㊞
常勤監査役 野 田 伸 二 ㊞
監 査 役 玉 越 久 義 ㊞
監 査 役 岩 瀬 哲 正 ㊞

（注） 監査役玉越久義及び監査役岩瀬哲正は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役で
あります。

　

以 上
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寝屋川

赤井 住道駅北

大東市役所

諸福中垣内線（阪奈道路下り線）
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八
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三洋電機前

住道南小学校

消防署

新町商店街末広
公園

〒総合福祉
センター

東大阪
変電所西

大東市立
生涯学習センター
アクロス

至大阪

至大阪

至京橋　
JR住道駅

大東市立総合文化センター
◆サーティホール

株主総会会場ご案内

会 場 大阪府大東市新町13番30号
大東市立総合文化センター サーティホール内
多目的小ホール

お問い合わせ先 TEL 06-4967-1221(ザ・パック本社）

●交通のご案内
JR学研都市線『住道駅』下車、徒歩約７分(500ｍ)
住道駅大東コミュニティバス(30405系統)乗車→総合文化センターバス停下車より１分
※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。
※昨年より株主総会にご出席の皆様へのお土産の配布を取りやめさせていただいてお
ります。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
※新型コロナウイルスが流行しておりますが、株主総会にご出席される株主さまにお
かれましては、株主総会開催日時点での流行状況やご自身の体調をご確認のうえ、
マスク着用などの感染予防策にご配慮いただき、ご来場くださいますようお願い申
しあげます。また、株主総会会場において、感染予防のための措置を講じる場合が
ありますので、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
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